
「平取ダムモニタリング部会」規約 

 

（趣 旨） 

第１条 本規約は、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施について」 

（平成 14 年 7 月 24 日付け国河環 32 号国土交通省河川局長通知）に基づき設置

する、平取ダムモニタリング部会（以下「部会」という。）の組織、委員、会議、

事務局その他の部会の設置並びに運営に関して必要な事項を定めるものである。 

 

（設 置） 

第２条 部会は、北海道開発局室蘭開発建設部長が設置する。 

 

（目 的） 

 第３条 部会は、北海道地方ダム等管理フォローアップ委員会設置・運営要領（以

下「設置・運営要領」という。）第５条の規定に基づくモニタリング部会であり、

平取ダムのモニタリング調査が実施される期間において、第８条に定める事項を

審議し、北海道開発局室蘭開発建設部長に対して意見を述べ、もって平取ダムの

適切な管理に資することを目的とする。 

 

（部会の委員） 

 第４条 部会の委員は、別表に掲げる者で構成する。 

 

（部会長） 

 第５条 部会には部会長を置き、部会長は委員の互選によってこれを定める。 

 

（議 事） 

 第６条 部会は部会長が招集し、部会長が議長をつとめる。 

  ２ 部会は、委員の２分の１以上が出席しなければ開催することが出来ない。 

  ３ 部会は、その議事概要を公表する。 

 

（部会の意見） 

 第７条 部会長は、委員の意見をとりまとめ、北海道開発局室蘭開発建設部長に対

して部会の意見を述べる。 

 

（審議事項） 

第８条 部会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

   一 モニタリング調査に関する事項 



   二 モニタリング調査結果の分析及び評価に関する事項 

   三 その他部会が必要と認める事項 

 

（事務局） 

 第９条 部会の事務局は、北海道開発局室蘭開発建設部沙流川ダム建設事業所に置

く。 

 

（雑 則） 

 第１０条 この規約に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長

が部会に諮ってこれを定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規約は、令和２年１０月１９日から施行する。 

  



別表 

 

平取ダムモニタリング部会委員（案） 

氏 名 所        属 分 野 

赤坂
あかさか

 卓
たく

美
み

 帯広畜産大学 助教 両生・は虫類 

高橋
たかはし

 誼
よしみ

 日高の森と海を語る会 事務局長 植物 

中津川
なかつがわ

 誠
まこと

 室蘭工業大学大学院工学研究科 教授 河川 

藤巻
ふじまき

 裕蔵
ゆうぞう

 帯広畜産大学 名誉教授 鳥類・ほ乳類 

眞山
ま や ま

 紘
ひろし

 公益社団法人北海道栽培漁業振興公社 技術顧問 
魚類・ 

底生動物 

丸谷
まるたに

 知己
と も み

 北海道立総合研究機構 理事 砂防 

 

（五十音順） 


